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アスクレピオスの杖を探して
地
域
医
療

再
生
へ
の
道

第37回

地
域
医
療
構
想
の
実
現
に
向
け
て 

自
治
体
病
院
の
役
割
と
は

　

現
在
、
国
は
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
の
一
環

で
、
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
改
革
を
進

め
て
い
る
。
医
療
に
関
し
て
は
、
入
院
医
療
の
機

能
分
化
・
強
化
と
連
携
と
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
の

整
備
を
目
指
し
て
、
２
０
１
４
年
６
月
に
「
医
療
介

護
総
合
確
保
推
進
法（
以
下
、
推
進
法
）」が
成
立
し

て
い
る
。
推
進
法
で
は
、
地
域
に
お
け
る
病
床
の

機
能
の
分
化
お
よ
び
連
携
を
推
進
す
る
た
め
、「
地

域
医
療
構
想
」
を
策
定
す
る
こ
と
が
位
置
付
け
ら

れ
た
。
現
在
、
構
想
の
実
現
に
向
け
て
構
想
区
域

ご
と
に
、
医
療
関
係
者
等
が
参
加
し
た
地
域
医
療

構
想
調
整
会
議
が
開
催
さ
れ
、
議
論
が
行
わ
れ
て

い
る
。

　

国
は
、
２
０
１
８
年
６
月
15
日
に
閣
議
決
定
し
た

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
１
８
に

つ
い
て
」で
も
、「
地
域
医
療
構
想
の
実
現
に
向
け
た

個
別
の
病
院
名
や
転
換
す
る
病
床
数
等
の
具
体
的
対

応
方
針
に
つ
い
て
、
昨
年
度
に
続
い
て
集
中
的
な
検

討
を
促
し
、
２
０
１
８
年
度
中
の
策
定
を
促
進
す

る
。
公
立
・
公
的
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
地
域
の

医
療
需
要
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域
の
民
間
医
療
機

関
で
は
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
高
度
急
性
期
・
急
性

期
医
療
や
不
採
算
部
門
、
過
疎
地
等
の
医
療
提
供
等

に
重
点
化
す
る
よ
う
医
療
機
能
を
見
直
し
、
こ
れ
を

達
成
す
る
た
め
の
再
編
・
統
合
の
議
論
を
進
め
る
。

こ
の
よ
う
な
自
主
的
な
取
組
に
よ
る
病
床
の
機
能
分

化
・
連
携
が
進
ま
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事

が
そ
の
役
割
を
適
切
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
権
限
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
関
係
審
議
会
等
に

お
い
て
検
討
を
進
め
る
。」
が
位
置
付
け
ら
れ
た
。

２
０
１
９
年
度
の
基
本
方
針
に
お
い
て
も
、
同
様
の

議
論
が
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

２
０
１
８
年
12
月
20
日
に
は
「
新
経
済
・
財
政
再

生
計
画
改
革
工
程
表
２
０
１
８
（
以
下
、
改
革
行
程

表
２
０
１
８
と
す
る
）」
が
公
表
さ
れ
た
。「
社
会
保

障
３
．
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
改
革
」に
お
い
て
は
、

政
策
目
標
と
し
て
、「【
指
標
①
】
医
療
費
・
介
護
費

の
適
正
化
」「【
指
標
②
】
年
齢
調
整
後
の
一
人
あ
た

り
医
療
費
の
地
域
差
半
減
」
が
上
げ
ら
れ
、
具
体
化

の
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、「
26
ⅱ
．
地
域
医
療

構
想
の
実
現
（
公
立
・
公
的
医
療
機
関
に
つ
い
て
民

間
医
療
機
関
で
は
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
機
能
に

重
点
化
す
る
よ
う
再
編
・
統
合
の
議
論
を
進
め
る
）」

が
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
、
数
値
目
標
（
Ｋ
Ｐ

Ｉ
）
と
し
て
「
公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
ま
た
は
公
的

医
療
機
関
等
２
０
２
５
プ
ラ
ン
対
象
病
院
の
う
ち
、

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
い
て
具
体
的
方
針

に
つ
い
て
合
意
に
至
っ
た
医
療
施
設
の
病
床
の
割
合

【
２
０
１
８
年
度
末
ま
で
に
１
０
０
％
】」「
地
域
医
療

構
想
調
整
会
議
に
お
い
て
公
立
・
公
的
病
院
等
の
非

稼
働
病
棟
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
合
意
に
至
っ
た
割

合
【
２
０
１
８
年
度
末
ま
で
に
１
０
０
％
】」
が
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

　

自
治
体
病
院
は
、
地
方
自
治
体
か
ら
税
金
が
投
入

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
間
医
療
機
関
経
営
者
な

ど
か
ら
厳
し
い
目
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。「
イ
コ
ー
ル

フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」
の
考
え
方
か
ら
、
税
金
が
投
入
さ

れ
て
い
る
自
治
体
病
院
は
大
幅
に
役
割
を
縮
小
し
、

税
金
の
投
入
を
全
て
廃
止
し
、
民
間
医
療
機
関
を
中

心
に
全
て
医
療
を
担
う
べ
き
と
主
張
す
る
人
も
い
る
。

自
治
体
病
院
の
あ
る
地
域
は
医
療
費
が
安
い

─
国
の
公
的
病
院
統
合
再
編
政
策
を
考
え
る

城
西
大
学
経
営
学
部
教
授
　

伊
関
友
伸
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地域医療再生への道

自
治
体
病
院
の
多
い
地
域
は 

医
療
費
が
低
い

　

自
治
体
病
院
へ
の
税
金
投
入
が
批
判
さ
れ
て
い

る
が
、
自
治
体
病
院
が
立
地
す
る
地
域
で
は
、
医

療
費
の
地
域
差
指
数
が
低
い
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ

る
。
図
１
は
、
２
０
１
５
年
の
一
人
当
た
り
年
齢

調
整
後
医
療
費
（
市
町
村
国
民
健
康
保
険
＋
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
）
を
都
道
府
県
別
に
指
数
化
し
た
地

域
差
指
数
と
、
そ
の
自
治
体
に
お
け
る
自
治
体
病

院
の
病
床
数
の
割
合
を
相
関
さ
せ
た
グ
ラ
フ
で
あ

る
。
自
治
体
病
院
の
病
床
数
の
割
合
の
高
い
地
域

は
、
地
域
差
指
数
が
低
い
傾
向
が
存
在
す
る
。
そ

の
一
方
、
図
２
の
よ
う
に
、
民
間
病
院
の
割
合
が

高
く
な
る
こ
と
で
医
療
費
の
支
出
が
多
く
な
る
傾

向
も
あ
る
。
税
金
が
投
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
批

判
が
あ
る
自
治
体
病
院
で
あ
る
が
、
安
い
医
療
費

を
実
現
し
、
医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営
と
患

者
負
担
の
軽
減
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ

れ
て
良
い
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
ず
、
国
が
一
方

的
に
民
間
医
療
機
関
の
補
完
と
重
点
化
の
視
点
を

強
調
す
る
こ
と
は
納
得
が
い
か
な
い
面
が
あ
る
。

少
な
く
と
も
改
革
行
程
表
２
０
１
８
の
「【
指
標
②
】

年
齢
調
整
後
の
一
人
あ
た
り
医
療
費
の
地
域
差
半

減
」
の
目
標
達
成
の
た
め
に
、「
公
立
・
公
的
医
療

機
関
に
つ
い
て
民
間
医
療
機
関
で
は
担
う
こ
と
が

で
き
な
い
機
能
に
重
点
化
す
る
よ
う
再
編
・
統
合

の
議
論
を
進
め
る
」
こ
と
は
論
理
的
で
は
な
い
と
考

え
る
。

タ
イ
ト
ル
の
〝ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
杖
〟
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
神

話
に
登
場
す
る
名
医
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
持
っ
て
い
た
蛇（
ク

ス
シ
ヘ
ビ
）の
巻
き
つ
い
た
杖
。
医
療
・
医
術
の
象
徴
と
し
て

世
界
的
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
。
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図1　自治体病院病床割合・地域差指数相関図

図2　民間病院病床割合・地域差指数相関図

2015年医療施設（動態）調査・医療費の地域差分析データより作成

2015年医療施設（動態）調査・医療費の地域差分析データより作成


